
（
漁
業
の
許
可
） 

第
七
条 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
り
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と

及
び
船
舶
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁
業
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
知
事
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
号
か
ら
第
十

二
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
漁
業
に
あ
つ
て
は
、

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
漁
業
を
営
む
権
利
を
有
す
る
漁
業
協
同
組

合
の
組
合
員
が
当
該
漁
業
協
同
組
合
の
有
す
る
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
内
容
た
る

当
該
漁
業
を
営
む
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

さ
し
網
（
流
し
さ
し
網
（
か
じ
き
、
か
つ
お
、
ま
ぐ
ろ
、
さ
め
、
い
わ
し
、
ぶ
り
、

さ
ば
又
は
め
ぬ
け
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ま
き
さ
し
網
、
狩
さ
し

網
及
び
重
ね
式
さ
し
網
に
限
る
。
以
下
「
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。
） 

七
～
十
八 

（
略
） 

（
新
） 

（
漁
業
の
許
可
） 

第
七
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
り
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と

及
び
船
舶
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁
業
に
あ
つ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
知
事
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
号
か
ら
第
十

二
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
漁
業
に
あ
つ
て
は
、

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
漁
業
を
営
む
権
利
を
有
す
る
漁
業
協
同
組

合
の
組
合
員
が
当
該
漁
業
協
同
組
合
の
有
す
る
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
内
容
た
る

当
該
漁
業
を
営
む
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

さ
し
網
（
流
し
さ
し
網
（
い
わ
し
、
ぶ
り
、
さ
ば
、
又
は
め
ぬ
け
を
目
的
と

す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ま
き
さ
し
網
、
狩
さ
し
網
及
び
重
ね
式
さ
し
網
に
限

る
。
以
下
「
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。
） 

七
～
十
八 

（
略
） 

（
旧
） 

 

千
葉
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
新
旧
対
照
表 



 

（
漁
具
の
制
限
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
表
中
「
東
京
内
湾
」
と
は
、
富
津
市
富
津
岬
突
端
、
第
一
海
堡
中
心
点
、

第
二
海
堡
中
心
点
、
北
緯
三
十
五
度
十
七
分
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
四
分

十
三
秒
の
点
及
び
神
奈
川
県
横
須
賀
市
鴨
居
観
音
埼
突
端
を
順
次
結
ん
だ
線
以
北

の
海
域
を
い
う
（
以
下
同
じ
。）
。 

 

（
漁
船
の
総
ト
ン
数
及
び
馬
力
数
の
制
限
） 

第
四
十
七
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
総
ト
ン
数
又
は
馬
力
数
を
超
え
る
漁
船

を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

       

２ 

前
項
の
表
中
「
東
京
湾
」
と
は
、
館
山
市
洲
埼
灯
台
中
心
点
と
神
奈
川
県
城
ヶ

島
灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ
線
以
北
の
海
域
を
い
う
。 

（
新
） 

（
漁
具
の
制
限
） 

第
四
十
条
（
略
） 

２ 

前
項
の
表
中
「
東
京
内
湾
」
と
は
、
富
津
市
富
津
埼
突
端
、
第
一
海
堡
中
心
点
、

第
二
海
堡
中
心
点
、
北
緯
三
十
五
度
十
七
分
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
四
分

十
三
秒
の
点
及
び
神
奈
川
県
横
須
賀
市
鴨
居
観
音
埼
突
端
を
順
次
結
ん
だ
線
以
北

の
海
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。 

 （
漁
船
の
総
ト
ン
数
及
び
馬
力
数
の
制
限
） 

第
四
十
七
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
総
ト
ン
数
又
は
馬
力
数
を
超
え
る
漁
船

を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

       
２ 
前
項
の
表
中
「
東
京
湾
」
と
は
、
館
山
市
洲
の
埼
灯
台
中
心
点
と
神
奈
川
県
城

ヶ
島
灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ
線
以
北
の
海
域
を
い
う
。 

（
旧
） 



 

（
漁
具
の
標
識
） 

第
五
十
八
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務

を
行
う
者
又
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
は
、
そ
の
操
業
中
、
幹
な
わ
又
は
網
の
両
端

に
水
面
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
ボ
ン
デ
ン
を
付
け
、
幹
な
わ
又
は
網

の
中
間
に
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
浮
標
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
、
夜
間
に
お
い
て
は
、
当
該
ボ
ン
デ
ン
電
灯
そ
の
他
の
照
明
を
掲
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

流
し
さ
し
網
漁
業
（
か
じ
き
、
か
つ
お
、
ま
ぐ
ろ
、
さ
め
、
い
わ
し
、
ぶ
り
、
さ
ば

又
は
め
ぬ
け
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

三
～
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
） 

（
漁
具
の
標
識
） 

第
五
十
八
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務

を
行
な
う
者
又
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
は
、
そ
の
操
業
中
、
幹
な
わ
又
は
網
の
両

端
に
水
面
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
ボ
ン
デ
ン
を
付
け
、
幹
な
わ
又
は

網
の
中
間
に
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
浮
標
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
夜
間
に
お
い
て
は
、
当
該
ボ
ン
デ
ン
電
灯
そ
の
他
の
照
明
を
掲
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

流
し
さ
し
網
漁
業
（
い
わ
し
、
ぶ
り
、
さ
ば
、
又
は
め
ぬ
け
を
目
的
と
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

三
～
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
旧
） 



 

 

（
新
） 

 

（
旧
） 


